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第1号議案　令和６年度決算報告（案）・事業報告に関する件
①令和６年度収支報告（案）

審議資料
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（単位：円）

金額

1 614,383

2 2,772,207 普通預金残(団体口座)

3 0

4 0

5 31,343,278

6 654,493

7 327,763

8 3,000,463

9 0

10 6,513,304

45,225,891

11 297,578

12 0

45,523,469

1 792,554

2 3,346,870

3 0

4,139,424

41,384,045

前年度 当年度 増減

Ⅰ

流動資産

現金預金 42,082,090 45,225,891 3,143,801

前払費用 192,248 297,578 105,330

未収入金 262,166 ▲ 262,166

流動資産合計 42,536,504 45,523,469 2,986,965

42,536,504 45,523,469 2,986,965

Ⅱ

流動負債

未払金 1,140,072 792,554 ▲ 347,518

預り金 1,763,764 3,346,870 1,583,106

仮受金 1,600,000 0 ▲ 1,600,000

流動負債合計 4,503,836 4,139,424 ▲ 364,412

4,503,836 4,139,424 ▲ 364,412

Ⅲ

一般正味財産 38,032,668 41,384,045 3,351,377

正味財産合計 38,032,668 41,384,045 3,351,377

42,536,504 45,523,469 2,986,965

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

附属明細書(案)
令和７年３月31日現在

項目 備考

小口現金

普通預金(高輪台支店)

普通預金(老健） 普通預金残

普通預金(世田谷) 普通預金残

郵便貯金 郵便貯金(団体口座）

郵便貯金（SV養成） 郵便貯金

郵便貯金（更新研修） 郵便貯金

普通預金(ブロック口座) 普通預金残(ブロック口座)

普通預金（生協）

普通預金（研修ポイント）

普通預金残

普通預金残

現金預金合計

前払費用 定時社員総会

未収入金

流動資産合計

未払金 令和７年3月分管理費用等

預り金 令和７年度正会員年会費　生協助成金等

　資産の部

仮受金 研究大会

流動負債合計

正味財産合計

資産合計

負債の部

負債合計

正味財産の部

負債及び正味財産合計

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

貸借対照表(案)
令和７年３月31日現在

(単位：円)

科　 　目

②同付属明細書（案）、同貸借対照表（案）
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③監査報告書
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③監査報告書
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一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 

令和６年度事業報告 

自 令和６年４月 １日 

至 令和７年３月３１日 

１. 社員総会・理事会等の開催、運営

(1) 定時社員総会の開催

令和６年６月 20 日（木） （千里ライフサイエンスセンター）

（出席代議員 10 名・議決権行使書提出 33 名・委任状提出 11 名・合計 54 名＊社員総数 57 名）

次の２議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 令和５年度決算報告（案）・事業報告に関する件 

第２号議案 役員の選任(案)に関する件 

(2) 理事会の開催

第１回理事会

令和６年５月 21 日（火） （AP 東京八重洲・オンライン併用） 

次の２議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 令和５年度事業報告（案）に関する件 

第２号議案 令和５年度決算報告（案）に関する件 

第２回理事会 

令和６年７月 27 日（土） （書面開催）  

次の２議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 理事長及び副理事長の選任（案）に関する件 

第２号議案 顧問の推薦（案）に関する件 

第３回理事会 

令和７年３月４日（火） （TKP 田町カンファレンスセンター） 

次の３議案を付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 令和７年度事業計画（案）に関する件 

第２号議案 令和７年度収支予算（案）に関する件 

第３号議案 個人情報保護方針の改定（案）等に関する件 

(3) 正副理事長会議の開催

令和７年２月 21 日（金） （オンライン開催）

報告事項 

（１） 令和６年度活動状況について

（２） 令和６年度収支報告について

2.令和６年度事業報告
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協議事項 

（１）令和７年度事業計画（案）について

（２）令和７年度収支予算（案）について

（３）個人情報保護方針の改定（案）等について

２. 委員会等の設置・開催

(1) 第５回福祉用具専門相談員研究大会実行委員会の開催

令和６年６月 19 日（水）にオンライン併用で開催された「第５回福祉用具専門相談員研究大会

（日本福祉用具供給協会との共催）」に向けて、各協力団体並びに担当者との連携、調整を図る

ための実行委員会を６回開催した。 

(2) 福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）普及推進作業部会の開催

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制をはじめとした令和６年度介護報酬改定の内容

や、令和６年４月に見直した「ふくせん福祉用具サービス計画書」の様式等を更新研修に反映さ

せ、受講する福祉用具専門相談員に最新の情報を提供する目的で、令和６年８月 27 日（火）に

現任の講師陣と作業部会を開催し、 研修内容の一部について見直しを図った。 

作業部会 委員：株式会社バリオン 代表取締役 金沢 善智 氏（本会 理事） 他。 

３. 研究・研修に関する活動

(1) 第５回福祉用具専門相談員研究大会の開催

令和６年６月 19 日（水）、福祉用具専門相談員の専門性向上を目的に,福祉用具専門相談員

が取り組んだ研究結果や好事例等の発表機会を通じた自己研鑽の象徴の場となる「第５回福祉

用具専門相談員研究大会（日本福祉用具供給協会との共催）」を大阪で開催した。 

【 日 時 】 令和６年６月 19 日（水） （オンライン併用） 

【 場 所 】 千里ライフサイエンスセンター（大阪府） 

【 大 会 テ ー マ 】 未来を支える福祉用具サービスの可能性 

～ご利用者が自分らしく生きていくための福祉用具専門相談員の 

使命と役割～ 

【 大 会 長 】 記虎 孝年氏 （関西シルバーサービス協会 理事長） 

【 副 大 会 長 】 小野木 孝二氏 （日本福祉用具供給協会 理事長） 

【 実 行 委 員 長 】 鈴木 みどり （本会 理事） 

【 大 会 顧 問 】 幸田 正孝 （本会 特別顧問） 

山内 繁 （本会 特別顧問） 

【倫理委員会委員長】 白澤 政和 （本会 理事） 

【査読委員会委員長】 東畠 弘子 （本会 理事） 

【 基 調 講 演 】 筒井 孝子氏 （兵庫県立大学大学院 社会科学研究科 教授） 

【 参 加 者 等 】 1,318 名参加、演題 48 テーマ、協賛広告 37 社、展示協賛 13 社等 

（注）役職はいずれも当時のもの 
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(2) 令和６年度介護保険制度改正等に関するセミナー等の開催

令和６年度より導入された福祉用具貸与・販売の選択制など介護保険制度における福祉用具

専門相談員の提供実務や役割等に関する特別講演会等を４回開催し、306 名が受講した。 

開催日 エリア 会場 内容 講師 参加人数 

令和６年４月 12 日

（金） 

広島県 オンライン 介護保険制度改定説明

会（～実務上の Q&A を踏

まえて～） 

（日本福祉用具供給協会

共催） 

厚生労働省老健局

高齢者支援課  

福祉用具住宅改修

指導官 内田正剛氏 

本会事務局 

72 名 

令和６年７月 20 日

（土） 

鹿 児 島

県 

オンライン 特定非営利活動法人介

護支援専門員協会鹿児

島 オンライン研修会 

「福祉用具をケアプランに

位置付ける際のケアマネ

ジャーとの連携について 

～介護報酬改定や身体

拘束への対応～」 

本会事務局 95 名 

令和６年 10 月４日

（金） 

鹿 児 島

県 

鹿児島県

カクイック

ス 交 流 セ

ンター

未来の快護テクノロジー

展快護生活フェス DX 

特別講座「介護保険にお

ける福祉用具を活用する

ための視点について」 

渡邉 愼一氏 

（本会理事） 

71 名 

令和６年 10 月９日

（水） 

茨城県 茨城県ひ

た ち な か

市  ふ ぁ

みりこらぼ 

茨城県ひたちなか市介護

支援専門員集団指導 

「令和６年度介護報酬改

定～福祉用具の貸与と販

売の選択制について～」 

本会事務局 68 名 

(3) 施設や在宅におけるテクノロジー（介護ロボット・ＩＣＴ等）の活用に関する研修会開催への協力

介護ロボットや ICT 技術を活用した介護環境、及び福祉用具専門相談員や在宅・施設職員の

生産性向上に関する研修会等にシンポジスト等として参加協力した。 

開催日 会場 内容 講師 

令和６年６月 16 日（日） 東京国際

フォーラム

一般社団法人日本認知症ケア学会主催 

第 25 回認知症ケア学会大会  

「福祉用具・支援機器・ICT による、その人らし

い『環境整備』の実現」 

東畠弘子氏 

（本会 理事） 

シンポジストとし

て本会事務局が

参加 

令和６年 10 月 18 日（金） 尾張一宮

駅 前 ビ ル

「i -ビル」 

全国福祉用具相談・研修期間協議会主催 

令和６年度全国会議 ラウンドテーブルセッシ

ョン 

「わたしたちがそれぞれの専門性を活かして考

える新しい時代のケア」 

パネリストとして

本会事務局が参

加 
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令和６年 11 月 16 日（土） 千葉県福

祉 ふ れ あ

いプラザ 

千葉県福祉ふれあいプラザ主催 

第 3 回千葉県福祉機器展 2024 

コミュニケーションロボット等に関する講演

本会事務局 

国立研究開発法人産業技術総合研究所主催

ワークショップ「高齢者とともに生きる未来のロ

ボットを構想しよう！」 

グループワーク 

ファシリテーター

として本会事務

局が参加 

(4) 高齢者虐待防止等に関する研修会の開催

令和３年度介護保険制度改正にともない義務づけられた高齢者虐待防止の推進及び令和６

年度介護保険制度改正により追加された身体的拘束等の適正化の推進に関する研修会を開 

催し 227 名が受講した。 

日時：令和７年１月 21 日（火） 

場所：オンライン開催 

内容：高齢者虐待の防止と身体拘束ゼロに向けて 

講師：金沢 善智氏（本会 理事） 

(5) 福祉住環境整備に関する研修会の開催

福祉住環境コーディネーター、福祉用具専門相談員に対してオンラインによる研修会を６回

開催し、550 名（招待者を含む）が受講した。 

また、第１回及び第４回研修会では、福祉住環境コーディネーター検定試験合格者の中で、

本研修会に申込された 166 名を招待し、本会の案内と入会促進を図る機会とした。 

講師:勝田 由美子氏（本会 理事） 

開催日 内容 参加者 招待者 

第１回 

令和６年９月 25 日（水） 

アセスメント（情報収集）の大切さ！

住環境整備の理解、ICF の基礎、etc. 

67 名 79 名 

第２回 

令和６年 10 月 30 日（水） 

アセスメント/プランニングに必要な建築知識！

建築構造。尺貫法、図面の基本、図面の書き

方、建築基準法、etc. 

96 名 － 

第３回 

令和６年 11 月 20 日（水） 

人の動きを理解し、アセスメント（情報分析）から

プランニングに活かす！ 

バイオメカニクス、基本セオリーの理解、etc. 

64 名 － 

第４回 

令和６年 12 月 18 日（水） 

ICF の考え方を生かしたアセスメントとは！ 

事例をもとに現場で生かす ICF、etc. 

46 名 87 名 

第５回 

令和７年１月 16 日（木） 

認知症のための住環境整備！ 

事例を基に認知症の住環境整備を考える、etc. 

60 名 － 

第６回 

令和７年２月 19 日（水） 

知っておくと便利な知識！ 

リスクマネジメント、疾患別住環境整備のポイン

ト、etc.

51 名 

－ 
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(6) 動画配信サービスやオンライン研修会・商品説明会等の開催

令和７年３月に福祉用具サービスハンドブック評価スケール編の動画配信を開始する。

講師：横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長 渡邉 愼一氏 

（ハンドブック監修者）

(7) 福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）の普及・開催

現任者を対象に、より専門的な知識及び経験を有する福祉用具専門相談員の育成を 

目的とする更新研修を２回開催し 31 名が受講した。 （累計 26 回：488 名） 

開催日 会場 参加者 

第１回 

令和６年７月 18 日（木）～20 日（土） 

オンライン 18 名 

第２回 

令和６年 11 月 21 日（木）～23 日（土） 

オンライン 13 名 

(8) ハンドル形電動車椅子の安全利用講習会の開催

令和２年度に実施した老健事業「ハンドル形電動車椅子の安全利用に係る調査研究事業」

に基づく安全利用講習会を 5 回開催し、89 名が受講した。 

開催日 ブロック名 会場 参加人数 

令和６年９月 19 日（木） 兵庫県 一般財団法人ＪＡＳＰＥＣ 16 名 

令和６年 11 月 21 日（木） 三重県 津市芸濃総合文化センター 20 名 

令和７年２月 27 日（木） 岩手県 ふれあいランド岩手 18 名 

令和７年２月 28 日（金） 青森県 青森市はまなす会館 12 名 

令和７年３月 21 日（金） 愛知県 アデリア総合体育文化センター 23 名 

(9) 福祉用具サービス計画作成ＳＶ（スーパーバイザー）養成研修の開催

「福祉用具サービス計画」の指導を担うスーパーバイザー（福祉用具専門相談員）の養成

研修を２回開催し２９名が受講した。 

開催日 エリア 会場 参加人数 

令和６年 11 月６日（水）、 

11 月８日（金） 

大阪府 パラマウントベッド株式会社 

大阪支店  

９名 

令和７年１月 29 日（水）、 

１月 31 日（金） 

東京都 パラマウントケアサービス株式会社 

本社 

20 名 

(10) 介護サービス情報の公表に対応する必要な研修等の開催

事業者に求められている認知症やプライバシーの保護の取り組み等に関するストリーミング配

信による研修会を開催し 47 名が受講した。 

(11) スキルアップセミナー・タウンミーティングの開催支援

主にＦＪＣ会員を対象としたタウンミーティングの開催を支援した。

日時：令和６年９月 21 日（土） 

場所：オンライン 

内容：人生を幸せに仕上げる「家」「暮らし」の条件に付いて 
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講師：慶應義塾大学名誉教授 / （一社）住宅・建築 SDGｓ推進センター理事長 

伊香賀 俊治氏 

実施主体：高槻福祉住環境コーディネーター連絡協議会 

(12) 各種認定研修の開催支援

福祉用具プランナー更新にあたって認定研修に位置付けられている「リフトリーダー養成

研修」について、各ブロックにおける開催を支援した。 （４回開催：受講者数合計 113 名） 

講師: 市川 洌氏（福祉技術研究所株式会社 代表取締役） 

開催日 ブロック名 会場 参加人数 

令和６年７月 18 日（木）～19 日（金） 宮城県 株式会社ジェー・シー・アイ本社会議室 30 名 

令和７年２月４日（火）～５日（水） 神奈川県 ウィリング横浜 26 名 

令和７年２月 12 日（水）～13 日（木） 滋賀県 滋賀県立長寿社会福祉センター 30 名 

講師: 竹内 久美氏（熊本託麻台リハビリテーション病院） 

開催日 ブロック名 会場 参加者数 

令和６年 10 月 19 日（土）～20 日（日） 熊本県 熊本県総合福祉センター 27 名 

(13) 専門職に向けた福祉用具専門研修会の運営協力

福祉用具貸与・販売の選択制において各専門職が行うべき業務内容や福祉用具選定のため

のガイドラインについて、保健・医療・福祉分野に従事する職員全般を対象に、福岡市介護実習

普及センターが主催する研修会が開催され 33 名が受講した。本会はこの開催にあたって運営

協力を行った。 

日時：令和６年７月 23 日（火）  

場所:福岡市民福祉プラザ 

内容:2024 年度福祉用具に関する制度改定 

～貸与と販売の選択制と福祉用具選定のためのガイドラインについて～ 

講師:横浜市総合リハビリテーションセンター副センター長 渡邉 愼一 氏（本会 理事） 

実施主体：福岡市介護実習普及センター 

(14) ブロック主催各種研修会の開催支援

ブロック主催で行なう各種研修会の開催支援を行った。

別紙 令和６年度ふくせんブロック活動実績一覧参照 

＊令和６年度 ふくせん関係研修会の実績  50 研修会・3,518 名参加 
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４. 会員、組織に関する活動

(1) 会員増強活動

前年度の新規入会者数に比例したブロック活動費の増額を行った。

(2) 各ブロックの運営支援

各地域の会員交流や各種研修会等ブロック活動の開催支援を行った。

(3) ふくせんレポートの発行

ふくせんレポート通常版を３回・号外版を１回発行した。

発行日 通常版 内容 

令和６年４月 23 日（火） 第 18 号 ・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

・ブロック活動報告

・バリアフリー2024／福祉用具専門相談員研究大会

令和６年８月 19 日（月） 第 19 号 ・令和６年度定時社員総会

・第５回福祉用具専門相談員研究大会

・バリアフリー2024 ふくせんセミナー

・本部活動報告

令和６年 10 月８日（火） 号外 ・国際福祉機器展 H.C.R.2024 速報

・福祉用具議員懇話会視察

令和６年 12 月 20 日（金） 第 20 号 ・国際福祉機器展 H.C.R.2024 ふくせんセミナー

・令和６年度上期ブロック活動報告

５. 政策提言、関係機関・団体に関する活動

（国に対する政策提言に関する活動） 

国際福祉機器展 H.C.R.2024 に来場された公明党福祉用具議員懇話会所属の国会議員 

視察団を賛助会員出展ブースへ案内するとともに、制度改正等に関する意見交換を実施した。 

６. 福祉用具専門相談員の研修ポイント制度の実施

ホームページで対象となる研修を公表し、現在 29 件の研修を認証している。令和６年度は、新規

登録者２名、登録者総数は 238 名となっている。 なお、今後の研修ポイント制度のあり方について

は関係者の方々と協議を重ね、厚労省とも調整を行い、廃止することとした。 

７. 広報に関する活動

(1) ホームページ

厚生労働省が発出する福祉用具にかかる重大製品事故に関する情報や各種事務連絡、本

会や各ブロックが開催する研修会、福祉用具専門相談員指定講習会の開催案内に関する情報

発信を行った。 
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(2) メールマガジン

会員限定サービスとして、介護保険最新情報や各種研修会の案内等についてお知らせメー

ルを令和６年度 233 本配信した。

(3) ふくせんチャンネル

賛助会員が作成している商品説明等の動画を令和６年度 23 社 123 本配信した。

チャンネル登録者数 882 名、開設時からの総再生数は約 5.7 万回。

(4) バリアフリー展 2024 へのブース出展と特別講演の開催

日時：令和６年４月 17 日（水）～19 日（金）

内容：ふくせん特別講演

「令和６年度介護報酬改定にともなう貸与・販売の選択制導入と福祉用具の選定の判断

基準の見直しにかかる老健事業報告」 

講師：厚生労働省老健局高齢者支援課 福祉用具・住宅改修指導官 内田 正剛氏 

横浜市総合リハビリテーションセンター副センター長 渡邉 愼一氏（本会理事） 

(5)国際福祉機器展 H.C.R.2024 へのブース出展とシンポジウムの開催

日時：令和６年 10 月２日（水）～４日（金）

内容：ふくせんシンポジウム

「福祉用具貸与・販売の選択制 実際の事例を通じて紐解く、PDCA の適切な実践と 

福祉用具専門相談員に期待される役割」 

講師：国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 教授 東畠 弘子氏（本会理事） 

横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長  渡邉 愼一氏（本会理事） 

(6) 「アセスメント・モニタリング時の ADL・身体状況にかかる調査項目及び評価等の解説集」の

制作および配布

東京都民共済生活協同組合、全国労働者共済生活協同組合連合会からの助成金をもとに、

「アセスメント・モニタリング時の ADL・身体状況にかかる調査項目及び評価等の解説集」を制作

し、全会員に配布した。 

８. 調査に関する活動

(1) 令和６年度厚生労働省老健事業への取り組み

「福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの適切な実施に向けた調査研究事業」

（令和６年度 老人健康増進等事業：補助金 1７,200 千円）

令和５年度の本会老健事業において、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの各科目

における目的、到達目標、内容等の見直しを行った。 

令和６年度においては、見直した指定講習カリキュラムが適切に実施されるよう、有識者による

検討会と講師経験者による作業部会を開催し、講義内容の標準化及び均質化を図るための福

祉用具専門相談員指定講習指導要領と動画コンテンツ等のツール作成に取り組むとともに、令

和６年度介護報酬改定の内容を踏まえた福祉用具サービス計画作成ガイドラインを作成した。 

また、各都道府県担当者と指定講習実施者を対象とした説明会を令和７年２月 28 日に開催

し、その結果等をについて取りまとめを行った。 
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(2) 世田谷区福祉用具訪問調査への協力

適正化事業として行っている福祉用具販売にかかる訪問調査において、本会正会員が調査

員として区担当者が行う指導・助言への補助を行っており、令和６年度は２件の協力を行った。 
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開催B 内容(研修・イベント名) 参加者数

4月12日 広島県
介護保険制度改定説明会～実務上のQ&Aを踏まえて
～

72

4月28・29日 岡山県
介護サービス博覧会中四国 人口減少・高齢化社会を
明るく生き抜くヒントを見つけよう(共催)

-

5月29日 三重県 「自立・介護を考え住みよい家＿QOL 向上を意識して」 13

7月18･19日 宮城県 リフトリーダー養成研修 30

7月23日 福岡県

令和6年度福岡市介護実習普及センター主催
専門職のための福祉用具専門研修「2024年度福祉用
具に関する制度改定～貸与と販売の選択制と福祉用具
選定のためのガイドラインについて～

80

8月23日 神奈川県
「介護保険における福祉用具貸与・販売の選択制実施」
～福祉用具専門相談員による計画書作成を考える～

26

9月4日 東京都
「モニタリングと貸与・販売の選択制」
～ 福祉用具専門相談員による本来のモニタリングを考
える ～

24

9月19日 富山県
「介護フェスin富山2024」(展示＆講演・研修)
法改正のその後～多職種連携の強化に向けて～

70

9月19日 兵庫県 ハンドル形電動車椅子安全利用のための研修会 16

10月9日 茨城県
茨城県ひたちなか市介護支援専門員集団指導
「令和６年度介護報酬改定～福祉用具の貸与と販売の
選択制について～」

68

10月9日 三重県 若手相談員向け研修会(主催:日福協,ふくせん後援) 22

10月19・20日 熊本県 リフトリーダー養成研修 27

11月21日 三重県 ハンドル形電動車椅子安全利用のための研修会 20

12月11日 京都府
福祉用具勉強会
徘徊感知器に関する勉強会

26

12月16日 京都府
他職種合同事例検討会(CM･OT･福祉用具専門相談員)
　築100年の京町屋で暮らす進行性難病の男性

13

2月4･5日 神奈川県 リフトリーダー養成研修 26

2月12･13日 滋賀県 リフトリーダー養成研修 30

東京都

神奈川県

茨城県

2月27日 岩手県 ハンドル形電動車椅子安全利用のための研修会 18

2月28日 青森県 ハンドル形電動車椅子安全利用のための研修会 12

3月4日 東京都
「モニタリングと貸与・販売の選択制」
～ 福祉用具専門相談員による本来のモニタリングを考
える ～

21

3月21日 愛知県 ハンドル形電動車椅子安全利用のための研修会 23

令和６年度ふくせんブロック活動実績一覧

2025年3月31日現在

開催日

福祉用具のリスクマネジメント
（福祉用具による事故事例や、関連する裁判例などを含
めて）

212月18日

2024年

2025年
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不祥事案の発生とその概要 

令和６年度ふくせんブロックにおいて次の２件の不祥事の発生が確認された。 

１．ブロック資金着服事案 
概要 
・発覚日: 2025 年 3 月 31 日
・発生場所: 某県ブロック
・被害額: 380,000 円（全額返金済）
・当事者: 某県ブロック会計担当社員（A 社所属、2025 年 3 月 31 日付ふくせん退会） 
・発覚経緯: A 社内部調査で不明瞭な金銭の流れを確認し、本人より 2 年前からふくせ

んブロック資金の詐取を行ったと自供 
・2025 年３月 31 日  A 社社⻑よりふくせん本部事務局へ連絡。
・ふくせん本部事務局は通帳の写しで返金を確認し、過去のブロック活動報

告書類との突合により通帳の写しに改ざんがあった事を把握した。
・A 社より退会届・内部処分報告書を受領

・現状: 当該会計担当社員はＡ社内にて処分検討。詐取金は本人よりブロック口座へ全
額返金済。ふくせん本部事務局にて残高確認済 

調査結果 
・過去 2 年分の通帳の写しが改ざんされており、提出書類の整合性チェックのみでは不

正を検知できなかった。
・ブロック会計担当者とブロック⻑の連携は密にとれていたようだが、ふくせん本部事

務局への提出書類同様に通帳の現物ではなく通帳の写しの資料での確認であったた
め、改ざんを発見できなかった。

２．不同意わいせつ容疑に関する事案 
2024 年 5 月、某県ブロック所属の会員より、同ブロックの元役員が不同意わいせ

つ容疑により逮捕された件について、新聞報道とともにふくせん本部事務局へ一報
があった。 

当該人物は、昨年度の会費を納入しており、会員資格を継続中であるが、2025 年
度の会費納入状況は未納となっている。なお、現時点では控訴中であることが確認さ
れている。 

１.不祥事案の発生と今後の対応
ア）不祥事の概要

報告事項
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イ）監事からの報告書
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対応策について 

１．ブロック会計の管理についての現状と対応策 
現状：・各ブロックの年度末の通帳の写しを徴取しているが、本部事務局の締切日ま

でに提出されないブロックが散見され、残高突合作業が不正確 
・ブロック事務局毎の構成人数の違いにより、ブロックの負担に軽重がある。
・オフライン（紙ベース）運用による突合作業時間の⻑時間化、突合作業の正

確性の確保が難しい。

対応策：スケジュール（案） 
2025 年７月 ブロック⻑、会計担当者と本部事務局との会議を開催 

（各ブロックの通帳の３年間分の取引明細書の取得を指示等） 
（ブロック規程見直し案の提示「会計管理等」） 

2025 年９月 ブロック通帳の３年分の取引明細書を取得、精査 
2025 年 11 月 上期監査にて本部会計監査、ブロック会計対応の進捗確認 
2025 年 12 月 ブロックへ今年度の報告準備要請 
2026 年２月 正副理事⻑会議にて進捗報告 
2026 年３月 理事会にて会員倫理問題処分規程の制定 

  ブロック会計報告 

中⻑期的対応策：監査体制の整備の検討 
オンライン取引の導入検討

２．不同意わいせつ問題に対する対応策 
・会員倫理問題処分規程の整備及び周知、徹底

ウ）対応策について
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ふくせん 会員倫理問題処分規程の整備について（案） 

１．これまで、全国福祉用具専門相談員協会（以下「ふくせん」という。）は質の高い

福祉用具サービスの提供を実現するために、厚労省の老健事業の実施や現任者向け

の福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）の開発をはじめ様々な研究、研修

等を行い、一般社団法人として国民の信頼を得ながら福祉用具専門相談員全体のレ

ベル向上を目指してきたところである。 

２．しかしながら近年、ふくせんの会員がセクハラで世間を騒がせる事案やブロック会

計の不正流用事案等、ややもすると、ふくせんの信頼に傷がつく恐れのある事案が発

生したところである。これらの対応としては、現在は定款第 13 条によって、「本会の

名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合」等の「除名」規定は存在するが、

これより軽微な事案については何らの対応規定が存在しない。 

３．こうしたことから、ふくせんへの信頼を一層確保し、ふくせん会員の襟を正す観点

からも、ふくせんとしての「倫理問題の処分に関する規程」を整備しようと考える。 

 なお、規程（案）の作成に当たっては、より実施可能性が高いと考えられる「ＯＴ

協会」の「倫理問題の処理に関する規程」等を参考としたい。 （参考１参照） 

４．なお、ＯＴ協会の定款において、目的の一つとして、「ＯＴの人格の陶冶に努める

こと」、を挙げており、その上で、「会員が定款、規程等に違反した場合、会の名誉を

傷つけた場合等は、総会の議決で除名できる」としており、「定款の施行に必要な規

程等は、理事会の議決の上で理事長が定める」こととなっている。 

本会においても同様、定款上「福祉用専門相談員の職業倫理の確立し、社会的地位 

の向上に努めることを目的とする」ことが定められ、また、同第 56 条において「こ

の定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は理事会の決議を経て、理事

長が別に定める」こととなっていることから、定款の改正を行うことなく、本規程を

整備することを考えている。 

５．本規程は、今年度中に理事会の議決を経て、来年度の役員改選理事会において倫理

委員会委員の選任を行い、実質的な制度スタートとすることを想定している。 

（参考２参照） 

エ）会員倫理問題処分規程の整備について
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（参考１）ＯＴ協会の「倫理問題の処理に関する規程」等の規定内容（概略） 

 

   ア 事案が発生した場合おいては、会員から報告を求めることなく、何らかの方

法（各県士会、職場等からの申し出等）でＯＴ協会が知りえた倫理問題を対象

としている。 

   イ 処分の対象は、ＰＴ，ＯＴ法の欠格条項と同様に、罰金以上の刑、ＰＴ，Ｏ

Ｔの業務に関して犯罪又は不正の行為、麻薬等の中毒者、また、倫理綱領等違

反行為、ＯＴ協会の名誉棄損行為等としている 

   ウ 処分の種類は、除名（復会不可）、退会（３年後復会可能）、けん責（始末書

提出）、戒告としている。（ただし、口頭注意も規定には含まれるが、処分の対

象とはしていない） 

   エ 処分の決定は倫理委員会の上申を受けて、理事会が決定する。ただし、除名

は定款により社員総会の決議により行う 

   オ 処分の執行は会長が行う 

   カ 処分内容に不服がある場合、不服申請が行える。 

   キ 決定された処分の結果と内容、会員名は各都道府県ＯＴ協会に通知する 

  

 

  ＊ＯＴ協会は、会員が関与する倫理問題（不祥事案）に対する処理についての一般

的な取り決めを「倫理問題処理規程」で規定し、処分の種類等は「会員の処分の

種類規程」で規定し、倫理委員会の委員選任や実際の倫理問題の処理業務（処理

方針の決定等）は「倫理委員会規程」で規定している。また、不服申請の処理に

ついては「不服申請調査委員会規程」で規定している。 

 

 

（参考２：スケジュール感） 

 

  ＊2025/5 の理事会までは、上記の考え方のみを説明（規程案の提示は行わない） 

  ＊2026/3 の理事会で規程の議決 

  ＊2026/6 の総会後の役員選任を行う理事会で、委員の選任、委員長の指名 

  ＊委員長の指名後、事案処理の受け皿としての倫理委員会の体制スタート 
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2．令和７年度収支予算 報告資料
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一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 
令和７年度事業計画 

Ⅰ 基本方針 
人口減少と高齢化が進行し、介護労働力の不足と現行の社会保障制度の維持が困難となることが顕

著となると言われる 2040 年問題を見据えて、令和７年度厚労省予算(案)においては「限りある資源を
有効に活用しながら質の高い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保する」としている。また、
包括的支援事業においては多職種協働による医療・介護の一体的提供や地域ケア会議の開催により高
齢者の社会参加、生活支援の充実を推進することとされている。 

こうした中で、福祉用具を適切に提供するための福祉用具専門相談員の果たすべき役割は今後ます
ます高まることが見込まれることから、当会の会員増強を推進するとともに、会員の資質向上は喫緊か
つ継続的な課題と考え、Ⅱの事業実施計画に記載した調査・研究事業及び研修事業を着実に行うととも
に、令和７年度は以下の事項について重点的に取り組むこととする。   

(1) 会員の資質向上
令和６年度の介護保険制度改正において、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入された

ことをはじめ、過去には具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与・販売計画の作成や貸与しよ
うとする福祉用具の全国平均貸与価格の説明や機能や価格帯の異なる複数商品の提示等が義務化され
るなど年々福祉用具専門相談員に対してその活動の質の向上とキャリアの蓄積が求められている。こ
うした環境の中で会員組織としての当会に求められる役割もこれと比例して重要性を増していること
から、こうした期待に応えるために、調査・研究を確実に実施するとともに、会員の資質向上に資する
研修事業の一層の充実を図る必要がある。 

(2) 会員増強
社団法人の根幹である組織率の上昇と組織力強化に伴うブロック活動の活発化を図り、より多くの

福祉用具専門相談員、住環境コーディネーターが当協会の提供するサービスを利用することができる
ようその環境整備を図る。そのための種々の方策について早急に検討し、実施する。 

Ⅱ事業実施計画 
１．会員の資質向上 

(1) 調査・研究事業
ア.令和７年度厚生労働省老健事業の取組み

厚生労働省老人保健事業推進費等補助金の助成を受け、介護保険制度の改正状況や要介護高
齢者の社会生活環境の変化等を踏まえ、福祉用具専門相談員の資質向上に向けた調査研究事業
に取り組む。

3．令和７年度事業計画
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イ.第６回福祉用具専門相談員研究大会の開催
福祉用具専門相談員が取り組んだ研究結果や好事例等の発表機会を提供することにより、

福祉用具専門相談員の専門性向上への寄与と福祉用具専門相談員が職能として不断の成⻑
を遂げていることを広く業界内外に発信する場として、令和 7 年 6 月 19 日（木）に「第 6
回福祉用具専門相談員研究大会（日本福祉用具供給協会共催）」を開催する。 

ウ.世田谷区福祉用具訪問調査への協力
世田谷区が介護給付適正化事業として行っている福祉用具販売に係る訪問調査において、本

会会員が調査員として随行し、区担当者が行う指導等について助言を行う活動を引き続き行う。 

(2) 研修事業
ア 研修ポイント制度の廃止と福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）及び介護サービ

スの情報公表インターネット研修の充実
研修ポイント制度は、福祉用具利用者や介護支援専門員がサービス選択する際の判断材

料となるよう、また、福祉用具専門相談員が適切に評価される仕組みとして、2013 年から
福祉用具専門相談員の外部研修受講履歴をポイント換算し WEB 公開してきた。しかしな
がら、近年、登録者数及びポイント申請数等は減少傾向が顕著であり、研修ポイント制度へ
の予算投下に比べ、会員への還元効果が薄いことから、令和８年３月末までの経過期間を
設けた上で研修ポイント制度を廃止し、当会の独自事業として実施している福祉用具専門
相談員更新研修（ふくせん認定）及び介護サービスの情報公表インターネット研修の充実
を図ることとする。 詳細な資料は別紙参照ください。 

①福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）の開催
本会自らの研修会開催の増加や、関係団体等への開催の働きかけ、さらには会員への広

報を強化する等により、全国的に研修修了者を増やし、３年ごとに介護保険制度の動向や
最新の福祉用具の活用法などを学び、より専門性の高い知識を習得し、日々の実践に繋げ
ることにより、福祉用具専門相談員の継続的な質の向上を図る。また、現在当会の自主事
業として実施している当該研修を国の事業として制度化されるよう継続して関係者に働
きかけを行う。

②介護サービス情報の公表に対応する研修会の開催
従来から事業所に求められている認知症やプライバシーの保護の取り組み等に関する

研修科目に、令和３年度介護報酬改定で盛り込まれた感染症予防、非常災害時の対応、虐
待防止に関する科目を追加してストリーミング配信形式の研修会を開催する。

イ.福祉用具サービス計画作成 SV（スーパーバイザー）養成研修の開催
「福祉用具サービス計画」の作成指導を担う福祉用具専門相談員（スーパーバイザー）の養
成研修を開催するとともに、研修修了者に対するフォローアップ研修を実施する。
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ウ.ハンドル形電動車椅子の安全利用講習会の開催
令和２年度老健事業において実施した「ハンドル形電動車椅子の安全利用に係る調査研究

事業」に基づいた安全利用講習会を開催する。

エ.スキルアップセミナー（住環境整備研修会）の実施
福祉住環境コーディネーターや福祉用具専門相談員に対して福祉住環境整備に関する研

修会を開催する。

オ.高齢者虐待防止等に関する研修会の開催
近年、福祉サービス利用者の人権擁護、虐待防止が叫ばれ、介護保険制度においても令和

３年度に義務化された高齢者虐待防止の推進や、令和６年度に見直しが行われた身体的拘
束等の適正化の推進に関する研修会を開催する。

カ.動画配信サービスの実施
生協助成金で作成された福祉用具サービスハンドブックについての解説などを内容とす

る会員向け動画配信サービスを行う。

キ.ふくせんチャンネルによる最新の福祉用具に関する情報提供
ふくせんチャンネルにおいて、賛助会員が制作、提供する新商品等の最新の福祉用具に関する

情報等の動画配信を行い、福祉用具の使用方法等についての福祉用具専門相談員の知識の拡充
を図る。

２．会員増強 
(1) 本部事務局の事業

ア.ブロック活動費の交付方法の変更
ブロックが実施する研修会等の経費をブロック活動費として補助しているが、従来は、交付基

本額（５万円）に会員の増加数に応じた追加額（1,000 円/人）を付加してブロック活動費とし
て交付している。これを、ブロックの規模（ブロックの会員数）や活動の内容等を考慮したも
のとし、ブロック活動の活性化を図る。併せてブロック活動費の交付を、原則としてブロック
の活動計画に基づく概算払いとし、交付の早期化を図る。

イ,福祉用具プランナー認定講習との連携
公益財団法人テクノエイド協会が認定する福祉用具プランナー資格取得にあたり、福祉用具専

門相談員更新講習（以下「更新研修」という。）修了者は何らかの優遇措置が取れないか、また、
当該資格の更新の際に受講しなければならない研修・講習に更新講習を追加できないか等につ
いてテクノエイド協会と調整を図る。 
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ウ.会員加入方法の改善（オンライン加入）等
現在、原則として FAX・郵送・メールでの入会申込としているが、「ふくせん」ホームページ

上でのオンライン加入方法に移行することで、ふくせんへの入会手続きの簡略化を図る。

(2) ブロック支援事業
ア.ブロック活動費の交付

ブロック活動費の交付により、各ブロックが実施する会員の交流会や各種研修会等のブロッ
ク活動を支援する。

イ.新規ブロックの設立
ブロック未設立の 10 道県に対して、理事やブロック役員と協議しながらブロック設立に関

する準備を順次進めていく。

ウ.タウンミーティングの開催支援
主に FJC 会員を対象に開催されるタウンミーティングの開催を支援する。

エ.各種研修の開催支援
福祉用具専門相談員の自己研鑽を支援するため、各ブロックが実施するリフトリーダー養

成研修や各ブロックが独自に、あるいは他団体と合同で実施する研修会等を円滑に開催で
きるように支援する。

(３) 広報活動の強化
ア.ふくせんレポートの発行

当会の活動状況の他、介護保険制度の動向等に関する重要な情報、福祉住環境に関するテーマ
を取り上げる等紙面の充実を図り、年３〜４回程度ふくせんレポートを発行し広報を強化する。 

イ.ホームページによる情報発信
本会や各ブロックが開催する研修会をはじめ福祉用具専門相談員指定講習会の開催情報のほ

か、厚生労働省が発出する福祉用具に係る重大製品事故に関する情報や各種事務連絡に関する
情報発信を行う。

ウ.お知らせメールによる情報発信
会員限定サービスとして、介護保険最新情報や各種研修会の案内等についてお知らせメールの

配信を行う。
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エ.バリアフリー展 2025 への出展・イベント開催
令和７年４月 16 日から 18 日にかけてインテックス大阪を会場として開催されるバリアフリ

ー展 2025 への出展と同時に、福祉用具専門相談員向けのイベント（講演会等）を実施する。

オ.国際福祉機器展 H.C.R.2025 への出展・イベント開催
令和 7 年 10 月 8 日から 10 日にかけて東京ビッグサイトで開催される国際福祉機器展（HCR）

2025 への出展を行うのと同時に、福祉用具相談員向けのイベント（事例発表等）を実施する。 

カ.10 月１日「福祉用具の日」活動への協力
「福祉用具の日推進協議会」が、厚生労働省、経済産業省の後援を得て、福祉用具法の施行日で
ある 10 月１日を「福祉用具の日」として全国的に展開している福祉用具の普及・啓発活動に協
力する。

３．定時社員総会の開催等 
(1)定時社員総会の開催

令和７年６月２０日（金）に定時社員総会を開催し、定款に定める必要な決議事項について審議
を求める。

(2)理事会の開催
本会の適正な事業運営に資する業務執行の決定を行うため理事会を開催する。
第１回理事会は５月２９日（木）に開催予定 

(3)正副理事⻑会議の開催
理事会に諮る議案及び当会の運営にかかる重要事項などを協議するため正副理事⻑会議を必要に

応じて開催する。

(4)ブロック⻑会議の開催
地域活動活性化のために他ブロックでの取り組み内容や好事例などの情報共有を図る場として、

ブロック⻑会議を必要に応じて開催する。

(5)事務局体制の整備
ア.個人情報保護規程等の整備

「ふくせん」として、事業の円滑かつ安全な運営のため個人情報保護規程等を整備する。

イ.事務局員の増員
役員本社からの支援等により、４月から局員１名の増員を図る。
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「福祉用具専門相談員の研修ポイント制度」の状況報告と今後についての提案 

令和７年２月７日 
全国福祉用具専門相談員協会 

１． 研修ポイント制度の概要 

〇 「福祉用具専門相談員の研修ポイント制度」は、平成 24 年度老人保健事業推進費等補助金「研修ポイ
ント制度による福祉用具専門相談員の職業能力開発と福祉用具サービスの質の向上に関する調査研究
事業」により構築された制度で、2013 年 9 月に開始された。

〇研修ポイント制度は、福祉用具専門相談員の外部研修受講履歴をポイント換算しウェブサイトに公開
することで職種全体の資質向上を図るととともに、利用者や家族、介護支援専門員がサービス選択する
際の判断材料として、福祉用具専門相談員が適切に評価される仕組みづくりを目的とした。 

※研修ポイント制度の流れとウェブサイトの表示イメージは以下の通り

〇研修ポイント制度の運営にあたり、年８回程度の認証委員会開催にかかる会議費約 23 万円、ウェブサ
イト維持管理費約３万円、合計約 26 万円の年間経費が発生している一方、年間収入は４千円程度である。
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２． 研修ポイント制度の現状 

(１) 福祉用具専門相談員の研修ポイント制度登録とポイント申請の停滞
〇2024 年 10 月時点、研修ポイント制度の登録者数は 238 名（福祉用具専門相談員の 0.7％）
〇登録者 238 名のうち、初回登録以降一度もポイント申請をしていない者は 97 名
〇研修ポイント制度を活用している者は実質 141 名
〇登録者数は 2014 年をピークに下降の一途を辿り、現在は年間１〜２名程度
〇141 名が研修ポイントを申請した時期は 2015 年をピークに、2018 年以降は減少傾向

（２）研修実施機関の研修ポイント制度認証申請数の減少
〇2014 年から 2017 年頃をピークに、近年は認証を申請する研修実施機関数、認証申請研修数ともに減

少傾向 
〇研修機関の研修ポイント制度認証は、外部研修を実施する一部の福祉用具関係団体と福祉用具メーカ

ーに限られてきている傾向 

（３）研修ポイント制度ウェブサイト閲覧数の停滞
〇HP「福祉用具専門相談員をさがす」ページ閲覧数は月平均 128 件〜147 件と横ばい傾向
〇福祉用具専門相談員の実質登録者数 141 名に対してほぼ同数の閲覧数となっていることを踏まえると、

利用者や家族、介護支援専門員によるサービス選択の判断材料として活用いただくまでの普及に及ん
でいない。 

〇総じて、研修ポイント制度は開始当初に比べ、福祉用具専門相談員はじめ利用者・家族及び介護支援専
門員等の活用が停滞しおり、費用対効果の面においては厳しい状況にある。 
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３． 研修ポイント制度停滞の考えられる要因 

 福祉用具専門相談員の研修ポイント登録者数の減少及び研修実施機関の認証申請数の減少について、
ここ数年の介護保険制度改正等による福祉用具サービスを取り巻く外部環境の変化に起因する要因とし
て、以下のように考えます。 

（１） 福祉用具貸与事業所の事業所内部研修体制強化
〇令和３年度介護報酬改定による研修実施の追加

福祉用具貸与事業所には、あらたに感染症の予防及びまん延防止に関する研修の実施及び業務継続に
向けた取り組み強化として非常災害時の対応に関する研修の実施、並びに高齢者虐待防止の推進として
高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修の実施が、それぞれ指定基準上に追加されています。 
〇情報公表制度における研修実施状況の開示 

研修ポイント制度を始める以前、2006 年４月から「介護サービス情報公表制度」が実施されており、
福祉用具貸与事業所においては、認知症及び認知症ケアに関する研修、プライバシー保護・個人情報取扱
の理解に関する研修、倫理および法令順守に関する研修、事故の発生または再発防止に関する研修、緊急
時の対応に関する研修の実施状況を公表することが求められています。 

研修ポイント制度開始以降、介護保険制度改正による福祉用具事業所内部での研修体制強化が図られ
ており、福祉用具専門相談員個人に求められる研修量は増加し、また向上すべき質の内容も変化している
ことが要因の一つと考えられます。 

（２） 介護支援専門員に選ばれる福祉用具専門相談員の条件の変化
利用者や家族、介護支援専門員によるサービス選択の判断材料として活用いただくことが研修ポイン

ト制度のねらいの一つでしたが、時代とともに高齢者数が増え、解決すべき課題や尊重すべき価値観も多
様化する中で、介護支援専門員がサービス選択する際に福祉用専門相談員に求める能力は知識・技術に限
らず、利用者への柔軟な対応能力や対応の速さ、報連相を含めたコミュニケーション能力などと細分化し
てきており、研修ポイント制度が着目している外部研修受講数のみではサービス選択の判断材料とし難
い状況に変化しています。

また、2006 年より居宅介護支援事業所には特定事業所集中減算が設けられていますが、令和３年度に
は中立・公平性をさらに徹底させる目的で、直近６カ月間に作成したケアプランに位置付けた福祉用具貸
与事業所等の利用割合を公表することが義務付けられており、介護支援専門員がサービス選択するうえ
で減算とならない対応がさらに求められています。 

このような影響を受けて、研修ポイント制度による外部研修受講ポイントランキングに対する福祉用
具専門相談員等の興味も徐々に薄れてきているものと考えます。 

４. 提案

 研修ポイント制度の現状及び制度の運営維持に係る費用対効果を踏まえて、見直しの検討が必要と判
断し、以下２点を提案します。 
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（１）研修ポイント制度の終了と今後の対応
研修ポイント制度は、福祉用具サービス計画の作成が義務化されて以降、約 10 年にわたり福祉用具専

門相談員の質向上と職種全体の底上げに寄与してきましたが、ここ数年の介護保険制度改正等による外
部環境が大きく変化している状況を踏まえ、その役割を十分に果たしたものとして、次のステップにシフ
トする時期が到来していると考えます。

研修実施機関はじめ、これまでご支援下さった関係者の皆様に対し、新規のポイント申請受付は令和６
年度末までとさせていただき、研修の開催案内については令和７年度中は継続して HP 上で周知させて
いただく旨の周知を図ります。また、ご愛顧いただいた福祉用具専門相談員に対しては、令和７年度末の
完全廃止とするまでに一年間の経過期間を設けながら、福祉用具専門相談員各々の研修受講履歴、全国順
位、都道府県順位についての証明書を希望に応じて発行する等の対応についても、HP やメール等での案
内をして参ります。 

（２）福祉用具専門相談員の資質向上研修メニューの強化
〇「介護サービスの情報公表インターネット研修」の充実化

令和４年から取り組んでいる 「介護サービス情報の公表対応インターネット研修」について、令和３年
度介護報酬改定で追加された感染症予防、非常災害時の対応、虐待防止の研修を加え、更なる充実に注力
します。事業所で取り組むべき研修が増加している状況において、福祉用具貸与事業所が速やかに研修を
実施できる体制を後押しし、その研修を通じて福祉用具専門相談員個々人の資質向上に繋げていくこと
が、当協会の事業として取り組む方向性と考えます。 

〇更新研修の更なる普及 
当協会が自主事業として行っている更新研修は、福祉用具専門相談員指定講習の次のステップとして、

一定の基礎能力を有する福祉用具専門相談員を対象とし、介護保険制度の最近の動向や最新の福祉用具
の活用など、より専門性の高い知識を修得し、実践につなげる能力を養うための研修として、令和 6 年３
月に厚労省より発出された事務連絡「福祉用具のサービス提供における PDCA の適切な実践等について」
において、現に従事されている福祉用具専門相談員を対象とした研修の一例として周知が図られていま
す。当協会として福祉用具専門相談員個々人の、さらには全体の質の向上に貢献すべく、更新研修の更な
る普及に向けて一層注力して参ります。 

〇福祉用具専門相談員の職業能力開発と福祉用具サービスの質の向上に向けた取組の強化 
当協会は令和 5 年度老健事業において福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しに取り組み、

また令和 6 年度老健事業では指定講習カリキュラムの均質化に向けた指導要領や福祉用具サービス計画
作成ガイドライン等の作成に取り組んでおります。今後も職能団体として、福祉用具専門相談員の専門性
を高めるキャリアパスの構築を目指し、福祉用具サービスの質の向上により一層取り組んで参ります。 

以上 
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４．ふくせん新規入会・退会・会員数の推移
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賛助会員入退会状況

令和６年度 新規入会／１社 

・ジーコム株式会社

令和６年度 退会会員／１社

・タカノ株式会社

＜賛助会員一覧＞ 

株式会社モルテン／株式会社ケープ／シーホネンス株式会社／株式会社松永製作

所／公益財団法人テクノエイド協会／株式会社カワムラサイクル／株式会社幸和

製作所／アロン化成株式会社／パナソニックエイジフリー株式会社／株式会社社

会保険研究所／株式会社ミキ／パラマウントベッド株式会社／日進医療器株式会

社／株式会社ランダルコーポレーション／株式会社タイカ／ＫＤＤＩ株式会社／

株式会社島製作所／豊通オールライフ株式会社／株式会社ウェルファン／株式会

社イーストアイ／株式会社星光医療器製作所／徳武産業株式会社／矢崎化工株式

会社／株式会社ウィズ／パラマウントケアサービス株式会社／中央法規出版株式

会社／株式会社シコク／株式会社スマート／株式会社タマツ／RT.ワークス株式会

社／小宮山印刷株式会社／株式会社プラッツ／シンエイテクノ株式会社／積水ホ

ームテクノ株式会社／株式会社ニシケン／東京商工会議所／株式会社モリトー／

／株式会社 ZIPCARE／TOPPAN 株式会社／株式会社ジェイテクト／株式会社ヤ

マシタ／コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社／株式会社バイオシルバ

ー／株式会社ヤックスケアサービス／ペルモビール株式会社／ジーコム株式会社

（申込順・46 社 114 口 令和 7 年４月１日現在） 

以上 

5．賛助会員入退会状況
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都道府県名
R６新規
入会者数
（R７.３末）

ブロック活動費 R７加算額
R７申請
上限額

ふくせん
正会員数
（R７.３末）

ＦＪＣ会員数
（R７.３末）

賛助会員の
正会員数
（R７.３末）

会員数合計

1 北海道 0 0 0 0 27 15 42

2 青森県 1 50,000 1,000 51,000 12 1 13

3 岩手県 0 50,000 0 50,000 23 3 26

4 宮城県 6 50,000 6,000 56,000 50 8 58

5 秋田県 3 50,000 3,000 53,000 12 4 16

6 山形県 3 50,000 3,000 53,000 18 6 24

7 福島県 3 50,000 3,000 53,000 25 9 34

8 茨城県 1 50,000 1,000 51,000 23 13 5 41

9 栃木県 1 50,000 1,000 51,000 6 7 15 28

10 群馬県 0 0 0 0 4 2 8 14

11 埼玉県 3 50,000 3,000 53,000 53 29 38 120

12 千葉県 2 50,000 2,000 52,000 38 16 38 92

13 東京都 13 50,000 13,000 63,000 132 68 151 351

14 神奈川県 8 50,000 8,000 58,000 82 30 42 154

15 新潟県 2 50,000 2,000 52,000 81 6 87

16 富山県 1 50,000 1,000 51,000 23 5 9 37

17 石川県 2 50,000 2,000 52,000 16 0 18 34

18 福井県 1 50,000 1,000 51,000 6 1 8 15

19 山梨県 1 50,000 1,000 51,000 10 4 8 22

20 長野県 0 0 0 0 18 7 9 34

21 岐阜県 1 50,000 1,000 51,000 25 9 10 44

22 静岡県 4 50,000 4,000 54,000 26 12 57 95

23 愛知県 8 50,000 8,000 58,000 44 38 52 134

24 三重県 4 50,000 4,000 54,000 37 8 5 50

25 滋賀県 0 50,000 0 50,000 38 2 16 56

26 京都府 16 50,000 16,000 66,000 90 13 33 136

27 大阪府 8 50,000 8,000 58,000 130 37 63 230

28 兵庫県 5 50,000 5,000 55,000 51 21 29 101

29 奈良県 1 50,000 1,000 51,000 13 9 17 39

30 和歌山県 1 50,000 1,000 51,000 16 4 24 44

31 鳥取県 0 50,000 0 50,000 18 1 19

32 島根県 0 0 0 0 6 2 8

33 岡山県 2 50,000 2,000 52,000 34 5 39

34 広島県 6 50,000 6,000 56,000 32 12 2 46

35 山口県 0 0 0 0 14 3 17

36 徳島県 0 0 0 0 7 0 7

37 香川県 0 50,000 0 50,000 21 4 6 31

38 愛媛県 1 0 0 0 17 2 19

39 高知県 1 0 0 0 9 2 11

40 福岡県 2 50,000 2,000 52,000 29 13 1 43

41 佐賀県 0 0 0 0 4 0 4

42 長崎県 0 50,000 0 50,000 17 2 19

43 熊本県 1 50,000 1,000 51,000 36 1 37

44 大分県 12 0 0 0 17 2 19

45 宮崎県 3 50,000 3,000 53,000 35 2 37

46 鹿児島県 7 50,000 7,000 57,000 113 1 114

47 沖縄県 3 50,000 3,000 53,000 31 4 35

合計 137 1,850,000 123,000 1,973,000 1,569 443 664 2,676

※R７加算額はR６年度新規加入者数×1,000円で計上

※網掛けはブロック未設置道県

ブロック別令和６年度新規入会者数及び令和７年度ブロック活動費

6．ブロック別令和６年度新規入会者数及び令和７年度ﾌﾞﾛｯｸ活動費
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全国福祉用具専門相談員協会 ブロック長名簿 

令和７年４月 30 日 現在 

氏 名 所 属 

青森県ブロック長 黒澤 宗男 有限会社くろはん 

岩手県ブロック長 福田 裕子 株式会社サンメディカル 

宮城県ブロック長 伊藤 崇 株式会社蔵王サプライズ 

秋田県ブロック長 阿部 翔 株式会社かんきょう 

山形県ブロック長 玉津 弘之 株式会社タマツ 

福島県ブロック長 寺島 幸紀 株式会社同仁社 

茨城県ブロック長 江幡 卓司 株式会社ロングライフ 

埼玉県ブロック長 中田 敏弘 株式会社ナカウエ 

千葉県ブロック長 前野 由美 株式会社ボーソー 

東京都ブロック長 水越 良行 株式会社ヤマシタ 

神奈川県ブロック長 熊澤 啓 株式会社柴橋商会 

新潟県ブロック長 武藤 大希 さくらメディカル株式会社 

富山県ブロック長 瀧澤 香里 株式会社ハピネス 

石川県ブロック長 川岸 誠 株式会社トミキライフケア 

福井県ブロック長 端野 一成 ネクスタス株式会社

山梨県ブロック長 廣瀬 智 有限会社グッドケアー 

岐阜県ブロック長 長村 吉章 株式会社美濃庄 

静岡県ブロック長 鈴木 陽平 有限会社銀のすず 

愛知県ブロック長 水谷 正臣 株式会社一宮福祉サポート 

三重県ブロック長 中川 敬史 株式会社ライフ・テクノサービス 

滋賀県ブロック長 村椿 均 医療法人輝生会 福祉用具貸与事業所 

京都府ブロック長 中川 宏實 安心ライフ株式会社 

大阪府ブロック長 酒井 博人 綜合メディカル株式会社 

兵庫県ブロック長 浦野 徳也 株式会社ポート・リハビリサービス 

奈良県ブロック長 西浦 忠彦 株式会社イカリトンボ 

和歌山県ブロック長 浜垣 英司 株式会社大黒ヘルスケアサービス 

鳥取県ブロック長 長尾 哲朗 株式会社ハピネライフ一光 

岡山県ブロック長 三好 勇輝 株式会社アイルリンク 

広島県ブロック長 神田 久司 日本基準寝具株式会社 

香川県ブロック長 増田 浩三 有限会社ゴトー商事高松 

長崎県ブロック長 海田 努 株式会社カイダ・アイフルケア 

熊本県ブロック長 帆鷲 輝誌男 株式会社ホワシ 

宮崎県ブロック長 藤山 邦男 株式会社ウエルライフ 

鹿児島県ブロック長 岩元 文雄 株式会社カクイックスウィング 

沖縄県ブロック長 佐藤 大介 サトウ株式会社

（敬称略） 

1．ブロック長名簿 参考
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第 1 章 総 則 
（名称） 
第 1 条 当法人は、一般社団法人全
国福祉用具専門相談員協会と称する。  
（事務所）  
第2条 当法人は、主たる事務所を、
東京都港区に置く。 
2.当法人は、理事会の決議を経て、
従たる事務所を必要な地に置くこと
ができる。
（目的）
第 3 条 当法人は、介護保険法に規
定される福祉用具専門相談員の職業
倫理を確立し、社会的地位及び資質
の向上に努めるとともに、我が国の
福祉用具サービス等の普及、発展を
目指し、国民の福祉の向上に寄与す
ることを目的とする。
（事業）
第 4 条 当法人は、前条の目的を達
成するため、次の事業を行う。
(1) 福祉用具専門相談員等の職務

に関する知識、技能の向上に関
する研修

(2) 福祉用具専門相談員等の倫理、
及び資質の向上に関する普及
啓発

(3) 福祉用具専門相談員等が必要
としている情報の提供

(4) 福祉用具サービス等の普及、発
展に関する調査及び研究

(5) その他当法人の目的を達成す
るために必要な事業

（公告） 
第 5 条 当法人の公告は、当法人の
主たる事務所の公衆の見やすい場所
に掲示する方法とする。 
第 2 章 会員 
（法人の構成員） 
第 6 条 当法人に次の会員を置く。 
(1) 正会員
A会員／介護保険法施行令（平成 10
年政令第 412 号）第 4条の第 1項九
号の規定による者（福祉用具専門相
談員指定講習の修了者）であって、
当法人の目的に賛同して入会した者
B会員／専門的有資格者（介護保険法
施行令第 4条の第 1項一から八号に
該当する職種）であって、当法人の
目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛

助するため入会した個人又は
団体

(3) 特別会員 福祉用具サービス
の普及、発展に貢献のあった者、
又は学術経験者

(4) FJC 会員 福祉住環境コーディ
ネーター検定試験合格者

2．前項の会員のうち正会員、FJC 会
員をもって一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律（以下「一般法
人法」という）上の社員とする。 

（社員の資格の取得及び喪失） 
第 7 条 当法人の社員はおおむね正
会員、FJC 会員の 50 人の中から 1人
の割合をもって選出される代議員を
もって一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律（以下「法人法」と
いう。）上の社員とする。（代議員制
の定数の取扱については、理事会で
別に定める） 
2.代議員は、理事または監事と兼ね

ることができない。
3.代議員の選出方法は、理事会にお

いて別に定める方法による。
4.正会員、FJC会員は、代議員選挙に
立候補することができる。
5.代議員選挙において、正会員、FJC
会員は他の正会員、FJC会員と等しく
代議員を選挙する権利を有する。
6.代議員の任期は、2年とし、再任を

妨げない。
7.前項の規定にかかわらず、任期満
了時において、代議員が社員総会議
決の取り消しの訴え、解散の訴え、
責任追及の訴え及び役員解任の訴え
（法人法第266条第1項、第268条、第
278条、第284条）を提起している場
合（同法第278条第1項に規定する訴
えの提起の請求をしている場合を含
む。）には、当該訴訟が終結するま
での間、当該代議員は社員たる地位
を失わない。（当該代議員は、役員
の選任及び解任（同法第63及び70条）
並びに定款変更（同法第146条）につ
いての議決権を有しないこととす
る。)
8.代議員が欠けた場合又は代議員の
員数を欠くことになる時に備えて、
補欠の代議員を選出することができ、
その選出方法は、理事会において別
に定める方法による。補欠の代議員
の任期は、任期の満了前に退任した
代議員の任期の満了する時までとす
る。
9.代議員の解任については第32条の
規定を準用する。
10.代議員が正会員、FJC会員たる資
格を喪失した時は、代議員たる資格
も同時に喪失する。

（正会員の権利） 
第8条 正会員、FJC会員は、法人法
に規定された次に掲げる社員の権利 

を、代議員と同様に当法人に対して
行使することが出来る。 
(1) 法人法第14条第2項の権利（定

款の閲覧等）
(2) 法人法第32条第2項の権利（社

員名簿の閲覧等）
(3) 法人法第57条第4項の権利（社

員総会の議事録の閲覧等）
(4) 法人法第50条第6項の権利（社

員の代理権証明書等の閲覧等）
(5) 法人法第51条第4項及び第52条

第5項の権利（議決権行使記録
の閲覧等）

(6) 法人法第129条第3項の権利（計
算書類等の閲覧等）

(7) 法人法第229条第2項の権利（清
算法人の貸借対照表等の閲覧
等）

(8) 法人法第246条第3項、第250条
第3項及び第256条第3項の権利
（合併契約等の閲覧等）

（入会）  
第 9 条 正会員、賛助会員、特別会
員、及び FJC 会員として入会しよう
とする者は、所定の様式により申し
込みを行い、理事会の承認を得なけ
ればならない。 
（入会金及び会費） 
第 10 条 正会員は、理事会において
別に定める入会金及び会費を納入し
なければならない。 
2.賛助会員は、理事会において別に
定める賛助会費を納入しなければな
らない。
3.特別会員は、入会金及び会費は無
料とする。
4．FJC 会員は、理事会において別に
定める入会金及び会費を納入しなけ
ればならない。
（会員の資格喪失）
第11条 会員が次の各号のいずれか
に該当する場合には、その資格を喪
失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け

た場合、又は会員である団体が
消滅したとき

(3) 成年被後見人又は被保佐人に
なったとき

(4) 正当な理由がなく会費を2年以
上納入しなかったとき

(5) 除名されたとき
（退会）
第 12 条 正会員、賛助会員、特別会
員、及び FJC 会員は、理事会の決議
を経て、理事長が別に定める退会届
を提出して、任意に退会することが
できる。ただし、1か月以上前に当法
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人に対して予告をするものとする。 
（除名） 
第 13 条 会員が、次の各号のいずれ
かに該当する場合には、総会の特別
決議によって除名することができる。
この場合、その会員に対し、決議の
前に弁明の機会を与えなければなら
ない。 
(1) 本定款その他の規則に違反し

たとき 
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目

的に反する行為をしたとき 
(3) その他の除名すべき正当な事

由があるとき 
（会員名簿） 
第 14 条 当法人は、会員の氏名又は
名称及び住所を記載した会員名簿を
作成する。 
（拠出金品の不返還）  
第 15 条 既納の入会金、会費及びそ
の他の拠出金品は、返還しない。  
第 3 章 社員総会 
（種別） 
第 16 条 当法人の総会は、定時社員
総会及び臨時社員総会とする。 
2．前項の総会をもって一般法人法上
の社員総会とする。 
 
（構成） 
第17条 社員総会はすべての代議員
をもって構成する。 
2.社員総会には代議員以外の他の会
員も参加できるものとする。 
（権限） 
第 18 条 社員総会は、次の事項につ
いて決議する。 
(1) 会員の除名 
(2) 理事及び監事の選任又は解任 
(3) 理事及び監事の報酬等の額 
(4) 貸借対照表及び損益計算書並

びにこれらの附属明細書の承
認 

(5) 定款の変更 
(6) 解散及び残余財産の処分 
(7) その他総会で決議するものと

して法令又は本定款で定めら
れた事項 

（開催） 
第 19 条 定時社員総会は、毎事業年
度の終了後 3 か月以内に開催する。 
2．臨時社員総会は、次の各号のいず
れかに該当する場合に開催する。 
(1) 理事会が必要と認め招集の請

求をしたとき 
(2) 代議員の 5分の 1以上から会議

の目的である事項及び招集の
理由を記載した書面により、招
集の請求があったとき 

（招集） 
第 20 条 社員総会の招集は、法令に
別段の定めがある場合を除き、理事

会の決議に基づき理事長が招集する。 
2．理事長は、前条の規定による請求
があったときは、その日から 30 日以
内に臨時総会を招集しなければなら
ない。 
3．社員総会の招集通知は、会日より
14 日前までに各代議員に対して発す
る。ただし、すべての代議員の同意
があるときは、書面又は電磁的方法
による議決権の行使を認める場合を
除き、その招集手続を省略すること
ができる。 
（議長） 
第 21 条 社員総会の議長は、社員総
会においてその都度代議員の中から
選出する。 
（議決権） 
第 22 条 代議員は、社員総会におい
て各１個の議決権を有する。 
（決議） 
第 23 条 社員総会の決議は、法令又
は定款に別段の定めがある場合を除
き、代議員現在数の議決権の過半数
を有する代議員が出席し、出席した
代議員の議決権の過半数をもって行
う。 
2．前項の規定にかかわらず、次の決
議は、代議員現在数の半数以上であ
って代議員現在数の議決権の 3分の
2以上に当たる多数をもって行う。 
(1) 会員の除名 
(2) 監事の解任 
(3) 定款の変更 
(4) 解散 
(5) その他法令で定められた事由 
3.理事又は監事を選任する議案を決
議する場合には、候補者ごとに第１
項の決議を行わなければならない。 
4．理事又は代議員が、社員総会の開
催に替えて社員総会の決議の目的で
ある事項について提案した場合にお
いて、その提案について、代議員の
全員が書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、その提
案を可決する旨の総会の決議があっ
たものとみなす。 
（書面による議決権行使） 
第24条 社員総会に出席できない代
議員は、議決権行使書をもって議決
権を行使することができる。この場
合においては、その議決権の数を前
条の議決権の数に算入する。 
（議決権の代理行使） 
第 25 条 代議員は、委任状その他の
代理権を証明する書面を理事長に提
出して、代理人によって議決権を行
使することができる。この場合にお
いて第 23 条の適用については、その
代議員は出席したものとみなす 
（議事録） 
第26条 社員総会の議事については、

法令の定めるところにより議事録を
作成しなければならない。 
第４章 役 員 
（種類及び定数）  
第 27 条 当法人に次の役員を置く。  
(1) 理事  15 人以上 30 人以内  
(2) 監事  2 人以内  
2．理事のうち、1人を理事長、3人
以内を副理事長とする。 
3．前項の理事長をもって一般法人法
上の代表理事とし、副理事長をもっ
て同法第91条第 1項第2号の業務執
行理事とする。 
（選任等）  
第 28 条 理事及び監事は、社員総会
の決議によって正会員の中から選任
する。 ただし、必要があるときは正
会員以外のものから選任することを
妨げない。 
2．理事長及び副理事長は、理事会の
決議によって理事の中からこれを定
める。 
（理事の職務・権限）  
第 29 条 理事は理事会を構成し、法
令及びこの定款で定めるところによ
り、当法人の業務を執行する。 
2．理事長は、当法人を代表し、法人
の業務を統括する。  
3．副理事長は、理事長を補佐し、こ
の法人の業務を執行する。 
4．理事長は毎事業年度に 4 か月を超
える間隔で 2 回以上、自己の職務の
執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。 
（監事の職務・権限） 
第 30 条 監事は、理事の職務の執行
を監査し、法令で定めるところによ
り、監査報告を作成する。 
2．監事は、いつでも、理事及び使用
人に対して事業の報告を求め、当法
人の業務及び財産の状況の調査をす
ることができる。  
（役員の任期）  
第31条 理事及び監事の任期は選任
後 2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時社員総会
の終了のときまでとし、再任を妨げ
ない。 
2．補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の残任期間とす
る。 
3．理事又は監事は、第 27 条に定め
る定数に足りなくなるときは、辞任
又は任期満了後においても、後任者
が就任するまでの間、その職務を行
わなければならない。 
（役員の解任）  
第32条 理事及び監事が次の各号の
いずれかに該当するときは、社員総
会において、解任することができる。
ただし監事を解任する場合は、代議
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員の半数以上であって、出席した代
議員の 3分の 2以上の決議に基づい
て行われなければならない。 
(1) 心身の故障のため職務の執行

に堪えられないと認められる
とき。  

(2) 職務上の義務違反その他役員
としてふさわしくない行為が
あると認められるとき。  

（報酬等）  
第33条 理事及び監事に対して報酬
を支給することができる。  
2．理事及び監事には費用を弁償する
ことができる。  
3．前 2項に関し必要な事項は、理事
会の決議を経て、理事長が別に定め
る。 
（特別顧問・顧問）  
第 34 条 当法人に特別顧問・顧問を
置くことができる。  
2．特別顧問・顧問は、専門的な事項
に関して必要な助言をすることを職
務とし、理事会の推薦により理事長
が委嘱する。 
（責任の一部免除） 
第 35 条 当法人は、役員の一般法人
法第 111 条第 1項の賠償責任につい
て、法令に定める要件に該当する場
合には、総会の特別決議によって、
賠償責任額から法令に定める最低責
任限度額を控除して得た額を限度と
して、免除することができる。 
第 5 章 理事会 
（構成）  
第 36 条 当法人に理事会を置く。 
2．理事会は、すべての理事をもって
構成する。  
（権限）  
第 37 条 理事会は、次に掲げる職務
を行う。  
(1) 当法人の業務執行の決定 
(2) 理事の職務の執行の監督 
(3) 理事長の選定及び解職 
（招集）  
第 38 条 理事会は、理事長が招集す
る。  
2．理事長が欠けたとき又は理事長に
事故があるときは各理事が理事会を
招集する。 
3．理事会を招集するときは、会議の
日時、場所、目的その他必要な事項
を記載した書面をもって、理事会の
日の 7日前までに、各理事及び各監
事に対してその通知を発しなければ
ならない。  
（議長）  
第 39 条 理事会の議長は、理事長が
これに当たる。  
（決議）  
第 40 条 理事会の決議は、決議につ
いて特別の利害関係を有する理事を

除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。 
2．前項の規定にかかわらず、一般法
人法第96条の要件を満たしたときは、
理事会の決議があったものとみなす。 
（議事録） 
第 41 条 理事会の議事については、
法令で定めるところにより、議事録
を作成する。 
2．出席した理事長及び監事は、前項
の議事録に署名し、又は記名押印す
る。 
第 6 章 資産及び会計 
（事業年度）  
第 42 条 当法人の事業年度は、毎年
4月 1日から翌年 3月 31 日までとす
る。 
（事業報告及び決算） 
第43条 事業報告及び決算について
は、毎事業年度終了後、理事長が次
の書類を作成し、監事の監査を受け
たうえで、理事会の承認を経て、定
時社員総会に提出し、第 1項及び第 2
項の書類についてはその内容を報告
し、第 3項から第 5号までの書類に
ついては承認を受けなければならな
い。 
(1) 事業報告 
(2) 事業報告の附属明細書 
(3) 貸借対照表 
(4) 損益計算書 
(5) 貸借対照表及び損益計算書の

附属明細書 
2．前項の書類のほか、監査報告を主
たる事務所に 5年間備え置くととも
に、定款、正会員名簿を主たる事務
所に備え置くものとする。 
第７章 基 金 
（基金の拠出） 
第 44 条 当法人は、正会員又は第三
者に対し、一般法人法第 131 条に規
定する基金の拠出を求めることがで
きるものとする。 
（基金の募集） 
第 45 条 基金の募集、割当て及び払
込み等の手続については、理事会が
決定するものとする。 
（基金の拠出者の権利） 
第 46 条 拠出された基金は、基金拠
出者と合意した期日までは返還しな
い。 
（基金の返還の手続） 
第 47 条 基金の拠出者に対する返還
は、返還する基金の総額について定
時総会における決議を経た後、理事
会が決定したところに従って行う。 
第 8 章 ブロック組織、支部組織 
（ブロック）  
第 48 条 当法人は、地域組織として
都道府県を単位としたブロックを置
くものとする。 

（ブロック規程） 
第49条 ブロックにブロック長１人
を置く。 
2．ブロック長、並びにブロックに関
する基本的な事項はブロック規程を
もって定める。 
3．ブロック規程は、理事会の決議を
経なければ、これを定め、又は変更
することができない。 
（支部組織） 
第 50 条  当法人に、理事会の決議を
経て、ブロックを構成単位とした支
部を置くことができる。 
2．支部の区割りは、理事会で別に定
める。 
（支部長） 
第 51 条 支部に支部長１人を置く。 
2．支部長は、理事会において別に定
める方法により、ブロックに所属す
る会員の中から選出する。 
 
第 9 章 定款の変更及び解散 
（定款の変更）  
第 52 条 当法人は、社員総会の決議
によって定款を変更することができ
る。  
（解散）  
第 53 条 当法人は、社員総会の決議
その他法令で定められた事由により
解散する。  
（残余財産の処分等） 
第 54 条 当法人が解散する時は、残
余財産は、国もしくは地方公共団体、
公益社団法人又は公益財団法人もし
くは公益社団法人の認定等に関する
法律第5条第17号イからトまでに掲
げる法人又はその目的と類似の目的
を有する他の一般社団法人もしくは
一般財団法人に帰属する。  
2．当法人は、剰余金の分配を行わな
い。 
第 10 章 事務局 
（設置等）  
第55条 当法人の事務を処理するた
め、事務局を設置する。  
2．事務局には、事務局長及び所要の
職員を置く。  
3．事務局長及び職員は、理事長が任
免する。  
4．事務局の組織及び運営に関し必要
な事項は、理事会の決議を経て理事
長が別に定める。  
第 11 章 雑 則 
（委任）  
第56条 この定款に定めるもののほ
か、当法人の運営に必要な事項は、
理事会の決議を経て、理事長が別に
定める。  
附 則 
（最初の事業年度） 
第 1 条 この法人の設立当初の事業
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年度は、第40条の規定にかかわらず、
この法人の成立の日から平成 23 年 3
月 31 日までとする。 
（法令の準拠） 
第2条 本定款に定めのない事項は、
すべて一般法人法その他の法令に従
う。 
（設立時の社員の氏名又は名称及び
住所） 
第 3 条 当法人の設立時の社員の氏
名又は名称及び住所は、次の通りで
ある。(以下略） 
（設立時の理事、代表理事） 
第 4 条 当法人の設立時の理事、代
表理事は次の通りである。(以下略） 
（設立時の監事） 
第 5 条 当法人の設立時の監事は次
の通りである。(以下略） 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 24 年 5月
29 日より施行する。 
第 2条 第 21 条の第 4項中「理事又
は正会員が、」の後に「総会の開催に
替えて」を加え、「過半数」を「全員」
に改める。 
第 3条 第 24 条の「し、議長及び出
席した理事がこれに記名押印するも
のとする。」を「しなければならな
い。」に改める。 
第 4 条 第 31 条の「無報酬とする。
但し、常勤の役員に対しては、総会
において別に定める総額の範囲内で、
総会において別に定める報酬等の支
給の基準に従って算定した額を報酬
等として支給することができる。」を
「に対して報酬を支給することがで
きる。」に改める。 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 25 年 5月
30 日より施行する。 
第 2条 第 9 条の第 4項中「3年」を
「2年」に改める。 
第 3条 第 17 条の第 1項中「2か月」
を「3か月」に改める。 
第 4条 第 25 条の第 1項中「3人以
上」を「15 人以上」に改める。 
第 5条 第 27 条の第 4項中「3か月
に 1回以上」を「毎事業年度に 4か
月を超える間隔で 2回以上」に改め
る。 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 26 年 6月

19 日より施行する。 
第 2条 第 29 条の第 3項中に「第 25
条に定める定数に足りなくなるとき
は、」の 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 28 年 4月
1日より施行する。 
第 2条 第 6 条第 1項（1）中「第 3
条の 2第 1項十号」を「第 4 条の第 1
項九号」に改める。同．「第 3条の 2
第 1項一から九号」を「第 4 条の第 1
項一から八号」に改める。 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 29 年 6月
20 日より施行する。 
第 2条 第 7 条「社員の資格の取得
及び喪失」を加筆する。 
第 3条 第 8 条「正会員の権利」を
加筆する。 
    第 16 条「定時総会」は「定
時社員総会」、「臨時総会」は「臨時
社員総会」に改める。 
第 4条 第 17 条「総会」を「社員総
会」に、「正会員」を「代議員」に改
める。第 2項「社員総会には代議員
以外の他の会員も参加できるものと
する」を加筆する。 
第 5条 第 18 条「総会」を「社員総
会」に改める。 
第 6条 第 19 条「定時総会」は「定
時社員総会」、「臨時総会」は「臨時
社員総会」に改める。第 2 項、「10
分の 1」を「5 分の 1」に改める。 
第 7条 第 20 条「総会」を「社員総
会」に改める。第 3項、「総会」を「社
員総会」に、「各正会員」を「各代議
員」に、「正会員」を「代議員」に改
める。 
第 8条 第 21 条「総会」は「社員総
会」、「理事長がこれを当たる」は「社
員総会においてその都度代議員の中
から選出する」に改める。 
第 9条 第 22 条「正会員」は「代議
員」に、「総会」は「社員総会」に改
める。 
第 10 条 第 23 条「総会」は「社員
総会」、「正会員」は「代議員」に改
める。 
第 11 条 第 24 条「総会」は「社員
総会」、「正会員」は「代議員」に改
める。 
第 12 条 第 25 条「正会員」は「代
議員」に、「第 21 条」は「第 23 条」

に改める。 
第 13 条 第 26 条「総会」を「社員
総会」に改める。 
第 14 条 第 28 条「総会」を「社員
総会」に改める。 
第 15 条 第 31 条「定時総会」を「定
時社員総会」に改める。 
第 16 条 第 32 条「総会」は「社員
総会」、「正会員」は「代議員」に改
める。 
第 17 条 第 41 条第 2項「理事長及
び監事」は「出席した理事長及び監
事」に改める。 
第 18 条 第 43 条「定時総会」を「定
時社員総会」に改める。 
第 19 条 第 52 条「総会」を「社員
総会」に改める。 
第 20 条 第 53 条「総会」を「社員
総会」に改める。 
附 則 
第 1条 この定款は、平成 31 年 4月
1日より施行する。 
第 2条 第 3 条「福祉用具サービス」
を「福祉用具サービス等」に改める。 
第 3条 第 4 条（1）「福祉用具専門
相談員」を「福祉用具専門相談員等」
に、（2）「福祉用具専門相談員」を「福
祉用具専門相談員等」に、（3）「福祉
用具専門相談員」を「福祉用具専門
相談員等」に、（4）「福祉用具専門相
談員」を「福祉用具専門相談員等」
に改める。 
第 4条 第 6 条「（4）FJC 会員 福祉
住環境コーディネーター検定試験合
格者」を加筆する。 
第 5条 第 9 条「正会員、賛助会員、
及び特別会員」を「正会員、賛助会
員、特別会員、及び FJC 会員」に改
める。 
第 6条 第 10 条「4．FJC 会員は、理
事会において別に定める入会金及び
会費を納入しなければならない。」を
加筆する。 
第7条 第12条「正会員、賛助会員、
及び特別会員」を「正会員、賛助会
員、特別会員、及び FJC 会員」に改
める。 
平成 22 年 9月 17 日 制定 
平成 24 年 5月 29 日 改正 
平成 25 年 5月 30 日 改正 
平成 26 年 6月 19 日 改正 
平成 27 年 6月 23 日 改正 
平成 29 年 6月 20 日 改正 
平成 30 年 6月 22 日 改正 
令和  2 年 6 月 17 日 改正 
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一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 

〒108-0073 東京都港区三田 2-14-7 ローレル三田404号室 

メール info@zfssk.com／ホームページ http://www.zfssk.com/ 

TEL  03-5418-7700／FAX 03-5418-2111 
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